
別図（第７条関係）

　本部長　　　 学長
　副本部長　　危機管理担当理事
　部員　　　 　 理事、副学長、部局長等 ⑦設置を指示 （必要に応じて）
　任務　　・全学的立場で組織的、集中的に重大
　　　　　　　な危機事象への対処
　　　　　　・関係機関との連絡調整等

 ⑨関係機関等対応  ⑧対処

⑨マスコミ等対応（必要に応じて）

⑥担当理事及び危機管理担当理事に報告

  職員・情報・ 　教育・学生等  研究協力・国際    資金・資産等    施設設備等 　大学運営の
  広報・複合的 　に係る事象  交流・図書館に    に係る事象    に係る事象 　基本方針
  事象  係る事象

⑤事務局担当部長及び総務部長に報告
⑧報告

②通報 （必要に応じて） ②通報

③対処
　全国共同利用施設、各学内共同教育研究施設、各学部附属の教育施設・研究施設、有明海総合研究

④通報 （必要に応じて） 　 プロジェクト
⑦マスコミ等対応（必要に応じて）

危機対策本部

佐賀大学の危機管理体制

（危機管理担当）

研究・企画・産学連携 国際貢献・人事労務 財務・改革 法　　務社会貢献・医療・広報 教育・学生

（非常勤）

　事務局、産学官連携推進機構、各学部、各研究科、附属図書館、教養教育運営機構、保健管理センター、

担当理事 担当理事 担当理事担当理事

（連絡調整担当）
学務部長

担当理事 担当理事

部　　　局　　　等

学　　　長

・怪我等のある場合

①対処（初期対応）（必要に応じて）

学術研究協力部長 財務部長総務部長 環境施設部長 総合企画監

危機発生

　　発　見　者

関　係　機　関

警察・消防・保健所等


